
「脱
官
僚
依
存
」
「天
下
り
根

絶
」
を
標
梯
す
る
鳩
出
内
閣
。

「事
業
仕
分
け
」
は
そ
の
象
徴
で

あ
り
、

「役
人
天
国
」
は
消
滅
に

向
か
う
と
国
民
は
期
待
し
た
。

し
か
し
、

昨
年
の
政
権
交
代

以
降
も
霞
が
関
宮
僚
の
天
下
り

は
依
然
と
し
て
続
い
て
い
る
。

そ
の

夕鍵
ケ
と
な
る
の
が
、

本

話
が
入
手
し
た
キ
ャ
リ
ア
言
僚

鶴
人
の
リ
ス
ト
だ
。

こ
の
ベ
ー

パ
ー
に
隠
さ
れ
た

夕天
下
り
回

ン
ダ
リ
ン
グ
タ
の
絞
猾
手
回
を

暴
く
。

就
職
先
は
各
省
の
「指
定
席
」

行
政
刷
新
会
議
の
事
業
仕
分

け
で
は
、

蓮
筋
氏
や
寺
田
学
氏

な
ど
民
主
党
の
議
員
仕
分
け
人

た
ち
が

「天
下
り
法
人
」
を
厳

し
く
追
及
し
て
３８
事
業
の
廃
止

勧
告
を
行
な
っ
た
。
し
か
し
、

は
、
お
山
内
閣
が
そ
の
裏

側
で
、

実
は
、
役
人
の
天
下
り

を

″野
放
ｔ
一
に
ｔ
て
い
る
実

態
を
掲
ん
だ
。

こ
こ
に
高
級
官
僚
鶴
人
の
再

就
職
リ
ス
ト
が
あ
る
”　
　
・

娼
山
内
閣
が
発
足
し
た
昨
年

９
月
１６
日
以
降

公
７
年
３
月
１２

日
ま
で
）
に
、

本
省
の
課
長

・

企
画
営
以
上
で
、

退
職
勧
奨
に

応
じ
た
鶴
人
に
つ
い
て
、

「
府

省
庁
名
」
に
続
い
て
、

①
勧
奨

を
行
な
っ
た
年
月
、

②
ポ
ス
ト
、

③
再
就
職
先
を

一
覧
表
に
ま
と

め
た
も
の
だ
。

リ
ス
ト
に
は
内
閣
法
制
局
長

宮
や
総
務
事
務
次
官
、

社
会
保

険
庁
長
官
か
ら
自
衛
隊
の
司
令

ま
で
欝
々
た
る
面
々
が
並
び
、

そ
の
鶴
人
中
４９
人
が
す
で
に
独

立
行
政
法
人
や
公
益
法
人
、

民

間
企
業
な
ど
に
再
就
職
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

残
る
３４
人

は
調
査
段
階

（４
月
１６
日
時
点
）

で
は
ま
だ

「未
就
職
」
と
な
っ

て
い
る
。

こ
の
リ
ス
ト
は
、

み
ん
な
の

党
の
山
内
康

一
・代
議
士
の
「鳩

山
内
閣
が
発
足
し
て
以
降
、
こ

れ
ま
で
に
、

退
職
勧
奨
を
行
な

っ
た
例
は
あ
る
か
」
と
い
う
質

問
主
意
書
に
対
し
て
、

政
府
が

回
答
し
た
資
料
で
、

他
の
資
料

に
は
課
長
補
佐
以
下
の
１
１
３

８
人
も
勧
奨
退
職
し
て
い
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。　
　
・

勧
奨
退
職
と
は
、

キ
ャ
リ
ア

官
僚
な
ら
本
省
の
課
長
、

局
長

な
ど
の
出
世
レ
ー
ス
に
遅
れ
た

者
が
役
所
の

″一肩
た
た
き
″
で

定
年
前
に
退
職
す
る
慣
行
の
こ

と
だ
。

ノ
ン
キ
ヤ
リ
ア
も
地
方

部
局
の
課
長
な
ど
を
務
め
る
と
、

同
様
に
天
下
り
先
を
用
意
さ
れ

て
退
職
す
る
。

民
主
党
は

「天

下
り
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
早

期
退
職
勧
奨
を
廃
止
し
ま
す
」

（
政

策

集

「
Ｉ

Ｎ

Ｄ

Ｅ

Ｘ

２

０

０

９
じ

と
公
約
し
て
い
た
。

こ
の
リ
ス
ト
が
重
要
な
の
は
、

鳩
山
内
閣
が
公
約
を
守

っ
て
い

な
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、

霞
が
関
の
各
省
庁
が
禁
止
さ
れ

て
い
る

「天
下
り
斡
旋
」
を
今

仕分けをパフォーマンスに
終わらせてはならない

８３


